
無線局再免許申請　手続きフロー

※ 次年度に無線局免許有効期間満了を迎える所属に対して、

毎年９月を目途に予算措置の依頼通知を行っております。
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免許有効期間

満了６ヶ月前まで
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免許有効期間

満了３ヶ月前まで

　　　　　　管財課通信管理室から再免許申請の必要な所属へ
　　　　　　無線局の継続運用や設備の変更について照会します。

　　　　　　　　　Ｑ．無線局を継続運用しますか？

　　管財課通信管理室まで
　　ご連絡ください。

　　　　　以下の必要書類を管財課通信管理室へ提出してください。
　　　　　（詳細は照会通知文に記載されています。）

・無線局事項書
・工事設計書
・申請手数料（収入印紙）

　　　　　　　　管財課通信管理室で各所属分を取りまとめて
　　　　　　　　総務省信越総合通信局へ一括申請します。

　　　　　申請が許可されますと新しい免許状が発行されます。
　　　　　各所属へ郵送されますので大切に保管してください。

　　　　　また、古い免許状は返納する必要がありますので、
　　　　　管財課通信管理室へ郵送してください。


